
地域包括支援センターだより
9月は「世界アルツハイマー月間」です

1994 年「国際アルツハイマー病協会」（ADI）が世界保健機構（WHO）と共同で毎年 9 月 21 日を
「世界アルツハイマーデー」と制定し、この日を中心に認知症の啓発を実施しています。

認知症はあなたの気づかないところで進行しているかもしれません。次のようなことに思いあたること
はありませんか？まずは、チェックしてみましょう。「あれ、何かおかしい？」は大事なサインです。
気になり始めたらかかりつけ医や専門医に相談してみましょう。

認知症は早期発見・早期対応が大切です！！

【認知症チェックリスト】　
※チェック項目は、あくまでも目安です。認知症の診断をするものではありません。

□ 同じことを言ったり聞いたりする □ 慣れた所で道に迷った
□ 物の名前が出てこなくなった □ 財布などを盗まれたという
□ 置き忘れやしまい忘れが目立ってきた □ ささいなことで怒りっぽくなった
□ 以前はあった関心や興味が失われた □ 蛇口・ガス栓の締め忘れ、火の用心ができなくなった
□ だらしなくなった □ 複雑なテレビドラマが理解できない
□ 日課をしなくなった □ 夜中に急に起きだして騒いだ
□ 時間や場所の感覚が不確かになった 

『認知症を認知しようイン飯塚』
日　時：2023年9月23日（土）13：00 ～ 17：00
場　所：ゆめタウン飯塚1階 ゆめ広場等
内　容： ①マジック＆バルーンアート、子どもたちのダンス
 ②ミサンガによるライブ
 ③長崎県　認知症希望大使　福田人志さん、
 　中倉美智子さんとの語り　等
問合せ：飯塚記念病院 福岡県認知症医療センター
担　当：江頭　☎0948-22-2316

認知症サポーター養成講座
日　時：2023年9月23日（土）10：00 ～ 11：30
場　所： ゆめタウン飯塚2階 ゆめホール（対面）
 筑穂保健福祉総合センター（オンライン）
対象者：飯塚市内に在住または在勤、在学の方
※受講をご希望の方は、9月22日までに下記へお申し込みください。
問合せ：飯塚市社会福祉協議会
担　当：髙野・久村　☎0948-23-2210

教えて!成年後見制度について

成年後見制度には、「任意後見制度」と「法
定後見制度」があります。
「任意後見制度」は判断能力があるうちに、
将来、認知症等で判断能力が不十分になっ
た場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ
代理人に、生活や財産管理等について代理
権を与える契約を結んでおく制度です。
「法定後見制度」は、すでに認知症などで
判断能力が不十分な場合について、家庭裁
判所への申し立てにより成年後見人（保佐
人・補助人）が選ばれ、本人に代わって契
約行為、財産管理、身上保護等を行う制度
です。
詳しくは、市のホームページ
をご覧ください。

◆飯塚市役所　高齢介護課　高齢者支援係　0948-22-5500（内線1140 ～ 1143）
◆各地区の地域包括支援センター

お気軽に
ご相談ください

（国立長寿医療研究センター「認知症チェックリスト」より）
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